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仮移転先等修繕の標準仕様 

 

 

仮移転先等修繕の標準仕様は、以下に示す「空家修繕基準１」及び「空家修繕基準２」のとお

りとする。 

 

【空家修繕基準１】 

 

・仮移転先等修繕の対象となる全ての住戸に実施するもの。 
 

種
別 

項
目 

補修部分 

・仕上 
補修基準 処置・内容 備考 

提案時の積算項目 

（ 〇 ：積算対象  ） 

（ ― ：積算対象外 ） 

畳
工
事 

畳 

畳表 ― 

・畳表替えを原則とす

る。 

（３種麻引き２等） 

・新品同様は除く。 

・１年以内の退去、又は、

取替えられているも

のに関しては、裏返し

を退去者、その差額を

市費で負担する。但

し、汚れのひどいもの

は除く。 

― 

畳床 

・異常がない。 ・原則、取替えない。 
・畳床取替の場合は化学

畳床とする。 

― 

・経年劣化による腐食又

は損傷が著しいもの。 

・取替えとする。 

（Ｂ種２級） 
― 

建
具
工
事 

襖
・
障
子 

襖紙、障子紙 ― 

・原則、張替とする。 

・６ヶ月以内の退去の場

合は張替ない。但し、

やぶれ、日焼けがない

ものに限る。 

 ― 

鍵
・
錠 

鍵、ｼﾘﾝﾀﾞｰ 

・鍵が３本揃っている場

合。 
・ﾛｰﾃｰｼｮﾝをする。 

・旧ｼﾘﾝﾀﾞｰの場合はＵ９

ｼﾘﾝﾀﾞｰに取替える。 

― 

・鍵の紛失の場合。 ・ｼﾘﾝﾀﾞｰの取替とする。 ― 

木
製
建
具 

室内扉、襖枠、

障子枠、物置扉 

・異常がない。 ・清掃とする。 

 

〇 

・動きの悪いもの。 

・経年劣化による損傷が

著しいもの。 

・調整、補修及び取替と

する。 
― 

建
具
附
属
金
物 

ｸﾚｾﾝﾄ、ﾚｰﾙ、戸

車、引手、蝶番、

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ、ﾄﾞ

ｱｽｺｰﾌﾟ、ﾄﾞｱﾁｪ

ｰﾝ、ﾗｯﾁ他 

・異常がない。 ・清掃とする。 

 

〇 

・動きの悪いもの。 

・経年劣化による損傷が

著しいもの。 

・調整、補修及び取替と

する。 
― 

金
属
建
具 

玄関扉、玄関扉

枠、窓枠、物入

扉、PS 扉、ｶﾞﾗ

ﾘ等 

・異常がない。 ・点検をする。 

 

〇 

・動きが悪い、塗装の剥

がれがある。 

・原則、塗装又は建て付

けが悪い場合は調整

及び補修とする。 

― 

網戸の網、ﾓｰﾙ 

・異常がない。 ・清掃とする。  〇 

・穴、剥がれ等がある。 
・張替え又は取替とす

る。 
 ― ・経年劣化による損傷が

著しいもの。 

硝
子
工
事 

硝
子 

ｶﾞﾗｽ 

・異常がない。 ・清掃とする。 

 

〇 

・割れ、ﾋﾋﾞ等がある。 
・取替とする。（板ｶﾞﾗｽ・

化粧ｶﾞﾗｽ等） 
―   

別紙３ 
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種
別 

項
目 

補修部分 

・仕上 
補修基準 処置・内容 備考 

提案時の積算項目 

（ 〇 ：積算対象  ） 

（ ― ：積算対象外 ） 

内
装
工
事 

天
井
・
壁
仕
上 

 

 

ｸﾛｽ、ﾓﾙﾀﾙ、化

粧ﾍﾞﾆﾔ、ﾊﾟｰﾗｲ

ﾄ、石膏ﾎﾞｰﾄﾞ、

木毛板等 

・汚れが目立たない。 ・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞとする。 

 

 

・原則として水廻り以外

はｸﾘｰﾆﾝｸﾞとする。 

〇 

・結露等で剥がれてい

る。 
・部分で張替とする。 ― 

・照明・冷蔵庫等の焼け・

汚れが著しい。 
・塗装とする。 ― 

・広範囲に著しい汚れが

ある。 

（塗装不可能） 

・面で張替とする。 ― 

壁 

ビニールクロ

ス 
・多少の汚れ 

・クロス染色（塗装）と

する。 
 〇 

内
装
工
事 

床
仕
上 

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 

・異常がない。 
・清掃の上ワックスがけ

とする ・全体的な経年劣化の場

合、ＣＦシートに張替

える。 

〇 

・剥がれ、浮きがある。 ・補修とする。 ― 

・磨り減っている。 ・ニス仕上げとする。 ― 

ＣＦｼｰﾄ等 

・異常がない。 ・清掃とする。 

 

〇 

・剥がれ、浮きがある。 

・磨り減っている。 
・部分張替とする。 ― 

床
下
地 

置床、ｺﾝﾊﾟﾈ 
・経年劣化による損傷が

著しいもの。 
・部分補修とする。  ― 

木
工
事 

床
組 

根太、大引き ・著しく腐食している。 ・取替とする。  ― 

木
枠 

敷居、鴨居、柱 

・異常がない。 ・清掃とする。 
・つけ鴨居の点検をす

る。 

〇 

・著しい汚れがある。 ・塗り。 ― 

・きしみ、たわみがある。 ・不陸調整とする。 ― 

棚 棚板、吊戸棚 ・異常がない。 ・清掃とする。  〇 

防
水
工
事 

浴
室
床 

ＦＲＰ、ｳﾚﾀﾝ 

・異常がない。 ・清掃とする。 

 

〇 

・ｸﾗｯｸ、剥がれがある。 

・ｸﾗｯｸ又は剥がれを補修

し、ＦＲＰ・ｳﾚﾀﾝ防水

（ｼｰﾘﾝｸﾞ含む）とす

る。 

― 

雑
工
事 

浴
室
扉 

腰ﾊﾟﾈﾙ、樹脂板 
・経年劣化による損傷が

著しいもの。 
・取替とする。  ― 

台
所
流
し 

ｼﾝｸ、ｶﾞｽ台、扉、

吊戸棚、水切

棚、菊座 

・異常がない。 ・清掃とする。 

 

〇 

・ｼﾝｸ、ｶﾞｽ台廻りのｼｰﾙが

劣化している。 
・ｼｰﾙの打替とする。 ― 

郵
便
受
け 

集合・個人郵便

受け 

・開閉不良、金具損失が

ある。 
・補修とする。  ― 

バ
ル
コ
ニ
ー 

ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔壁板、

物干し金物 

・異常がない。 ・点検、清掃とする。 

 

〇 

・広範囲に塗装が剥がれ

がある。 
・全面塗装とする。 ― 

・取付け金具にぐらつき

又は破損がある。 

・金具の調整、取替とす

る。 
― 

床 

・異常がない。 ・清掃とする。 
・仕上げ清掃は斡旋空家

点検で実施。 
〇 

・ｸﾗｯｸ又は防水塗膜の剥

がれがある。 

・Ｕｶｯﾄ補修をし、ＦＲ

Ｐ・ｳﾚﾀ 

ﾝ防水とする。 

 ―   
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種
別 

項
目 

補修部分 

・仕上 
補修基準 処置・内容 備考 

提案時の積算項目 

（ 〇 ：積算対象  ） 

（ ― ：積算対象外 ） 

雑
工
事 

テ
ラ
ス
・ 

専
用
庭 

植栽、鉢 ― 
・入居者設置は、撤去と

する。 

・雑草の草刈りは、斡旋

空家点検で実施。 
― 

備
品 

名札入れ、袋ﾅ

ｯﾄ 
― ・補充とする。  ― 

ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 

・異常がない。 ・相談員に返却する。  ― 

・異常又は作動しない。 

・紛失している。 
・補充とする。  ― 

電
気
設
備 

換
気
設
備 

換気扇連動装

置 
― 

・すべて単独運転とす

る。 
 ― 

換気扇 
・異常がない。 ・作動点検、清掃をして。 

 
〇 

・動作に異常がある。 ・調整又は取替とする。 ― 

配
線 

電気配線、電

話配線 
・絶縁劣化している。 ・取替とする。 絶縁抵抗を調査する ― 

分
電
盤 

分電盤 
・絶縁劣化している。 

・動作不良である。 
・取替とする。  ― 

呼
鈴 

ﾁｬｲﾑ、ｲﾝﾀｰﾎﾝ 

― 
・入居者設置は、撤去と

する。  
― 

・目隠しｶﾊﾞｰがない。 ・ｶﾊﾞｰを付ける。 ― 

・絶縁劣化している。 

・機能不良である。 
・修理又は取替とする。  ― 

備
品 

ｺﾝｾﾝﾄ、ｽｲｯﾁ、

ﾌﾟﾚｰ 

ﾄ、ＴＶ端子、

照明吊金具 

・絶縁劣化している。 

・破損している。 
・取替とする。  ― 

給
排
水
設
備 

水
栓 

各種水栓、付

属品 
・著しく劣化している。 ・取替とする。  ― 

備
品 

各種ﾊﾟｯｷﾝ ・劣化している。 ・取替とする。  ― 

衛
生
設
備 

陶器 

便器、洗浄ﾀﾝ

ｸ、洗面器 

・ﾋﾋﾞ、割れが生じてい

る。 
・取替とする。  ― 

備
品 

洗浄ﾀﾝｸ内外

部器具 
・動作不良である。 ・補修又は取替とする。  ― 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ、

ﾀｵﾙ掛け 

・ﾋﾋﾞ、割れが生じてい

る。 
・取替とする。  ― 

各種ﾊﾟｯｷﾝ ・劣化している。 ・取替とする。  ― 

ガ
ス
設
備 

配
管 

都市ｶﾞｽ配管 

（建物内ﾌﾟﾛ

ﾊﾟﾝｶﾞｽ配管） 

・著しく腐食している。 ・取替とする。  ― 

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ配

管 
・著しく腐食している。 ・取替とする。  ― 
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【空家修繕基準２】 

 

・住戸の付帯設備等が設置基準を満たさない場合において、これを充足するよう実施すること。 

（設置場所が確保できない状況の場合、市と協議するものとする） 

 

項目 設置基準 修繕内容 

提案時の積算項目 

（ 〇 ：積算対象  ） 

（ ― ：積算対象外 ） 

トイレ コンセント トイレ内に１ヶ所 
・トイレコンセント

増設 
〇 

エアコン用コンセン

ト 

主要居室のうち１室

に１ヶ所 

・エアコン用コンセ

ント増設 

・エアコン用配線施

工工事 

〇 

主要居室 網戸 

各主要居室の引き違

い窓 (掃き出し及び

腰高窓) に各 1 枚 

・各居室網戸作成 

・網戸上下レール 

・網戸取付及び調整 

〇 

主要居室 カーテン

レール 

各主要居室の引き違

い窓 (掃き出し及び

腰高窓) に各１本

（ダブルタイプ） 

・各居室窓カーテン

レール取付 
〇 

浴槽・風呂釜 一式 

・浴槽・風呂釜設置 

（新たに設置する場

合は、ウォールイ

ンタイプとする） 

〇（※） 

台所 換気扇 台所内に１ヶ所 ・換気扇設置 〇 

 

※仮移転先修繕費は、以下の住戸の修繕を前提として、【提案時の積算項目】に基づき積算する

こと。また、浴槽・風呂釜を設置する住戸は 100 戸として積算すること。 

 

 【住戸床面積：41.06 ㎡ 間取りタイプ：３Ｋ】 

 

・換気扇の設置 

・カーテンレール及び網

戸の設置不要(小窓) 

・トイレコンセント設置 

・浴槽・風呂釜設置 

・カーテンレール設置 

・網戸設置 

・カーテンレール設置 

・網戸設置 

・カーテンレール設置 

・網戸設置 





                   

  

   
                                

      

               

                              
                                            

 

. . . .
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